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全国からの 10,180筆の署名を提出  
  

1月 27日、11時からの「進行協議」

で、ほぼ証人尋問日程（下記参照）が決

まり、次回４月 15日の「進行協議」を

経て正式決定される予定です。 

裁判の大きな節目のこの機会に、「も

の言う」自由を守る会は、全国各地から

寄せられた、新署名の提出行動と、裁判

報告集会を企画・開催しました。 

午後から行なわれた裁判所前署名提出

行動では、小倉事務局長から昨年後半よ

り国民救援会による「大垣警察市民監視

違憲訴訟」の全国規模での支援・展開も

あり、短期間で全国から 10,180筆の署

名が集まったことが報告されました。そ

して、西濃の池田町から駆けつけてくれ

た北村さんのギター演奏と参加者全員の

♪ケサラ♪の歌声で、「警察による市民

監視は許すな! もの言う自由を守

れ！」との全国からの声と願いが込めら

れた 10,180筆の人署名提出の代表一行

を、岐阜地裁の中へと送り出しました。

（国民救援会の呼びかけによる１５６の

団体署名も併せて提出）。 

（３ページに続く） 

証人尋問予定（正式には４月１５日（木）の「進行協議」で決定） 

◇ ５月１７日（月） シーテック社従業員２名： 13時 30分～ 

◇ ５月３１日（月） 公安警察官３名： 11時～（午後いっぱい） 

◇ ６月２１日（月） 原告４名： 11時～（午後いっぱい） 
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 これまでお伝えしたように、意見交換会

に参加したシーテックの当時の従業員、大

垣警察の公安警察官、そして岐阜県警警備

課長を、証人として尋問することが決まり

ました。これは大きな成果です。 

しかし、これらの証人は、こちらに有利

な証言をしてくれるはずがありません。な

ぜなら、大垣警察の公安警察官や岐阜県警

の警備課長は、まさにこの裁判の実質的な

相手方である岐阜県警に所属している警

察官です。また、シーテック社の当時の従

業員も、公安警察に協力した立場ですので、

言うまでもなく大垣警察側の証人です。こ

のような、こちら側にとって必ずしも有利

ではない証人のことを、我々法曹関係者の

間では「敵性証人」と言ったりもします。 

裁判は、お互いに自分に有利な証拠を出

し合うものです。したがって、通常は、自

分にとって不利な証拠をわざわざ出すこ

とはしません。では、本件で、原告にとっ

て必ずしも味方ではない敵性証

人をわざわざ尋問する意味はど

こにあるでしょうか。この尋問

する意味を、我々法曹関係者の

間では「獲得目標」と言ったりも

します。 

現在、原告と弁護団は、今回の

「敵性証人」についての「獲得目

標」を議論しています。 

本件裁判の目的は、公安警察

の原告らに対する情報収集の違

憲性・違法性を明らかにし、司法

によって断罪することです。公

安警察が、意見交換会と称して、

シーテック社を利用し、原告らの個人情報

を含む、さらなる情報を収集したこと。し

ようとしたこと。これが本件の本質であり

核心です。公安警察は、このような情報収

集を通常の業務として、日常的にやってい

ます。その一端が、証拠保全（※）という

手続きを経て、裁判所から入手した「検証

調書」のコピーで明らかになっています。 

※ 裁判を視野に、予め証拠を押さえてお

く手続き。2015 年初頭、原告４名が申立

人となって、裁判所に、シーテック社に保

管されていた関係資料（警察とのやりとり

の記録「議事録」を含む）を確認して「検

証調書」として作成して貰った。そのコピ

ーは約 50ページあるが、以下では全体を

「議事録」と表現する。 

現在、意見交換会についての証拠は「議

事録」のみです。岐阜県も国も、意見交換

会について認否も主張もしておらず、詳し

い経緯などは分からないままです。そのよ

うな状況で、裁判所が本件の核心を正しく

証人尋問の意義について－岡本浩明弁護士－ 
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認定してくれるかどうかは分かりません。

なぜなら、「議事録」はあくまでも公安警察

の情報収集の一端を明らかにするものに

過ぎないからです。公安警察の情報収集活

動の全てを明らかにするものではありま

せん。そこで、決して有利ではない証人で

あっても、尋問によって、「議事録」には表

れていない部分を証言してもらうことが

重要になります。むしろ、本件の

核心である情報収集の実態を明

らかにするためには、「議事録」

には表れていない部分こそが重

要です。獲得目標は、「議事録」

の記載内容を確認することでは

なく、「議事録」には表れていな

い事実を明らかにすることです。 

そうは言っても、やはり敵性

証人なので、そう簡単にこちらが狙う証言

をするはずがありません。警察官であれば

なおさらです。そこで、これら証人が、き

ちんと証言しないといけない、と思わせる

ためにも、ぜひ傍聴席を一杯にしていただ

きたいと思います。 

今後とも、御支援をよろしくお願いいた

します。 

（1ページから続く） 

署名を送って下さった封筒には、原告

への励ましや、事件支援のコメント・メッ

セージﾞが添えられたものもすくなくあ

りませんでした。10,180筆の熱い署名は、

山場に差し掛かった裁判の今後の展開へ

大きな力となります。･･･感謝・感謝。 

13 時か

らは、会

場を岐阜

市民会館

に移して

裁判報告

集会が開

かれました。コロナ渦で集会人数が制約

される中、弁護団報告、原告コメント、会

場からは県外からの参加者含め連帯の発

言もあり、約 40分と短時間でしたが、裁

判がい

よいよ

佳境へ

と向か

う中、

闘いの

決意の

場とな

りました。 

 

☆ 詳細は、動画を配信中です。是非ご視

聴下さい。「もの言う」自由を守る会のＨ

Ｐにリンクを貼っています。ＨＰからの

アクセスが便利です。 

【動画】1・27 署名提出／裁判報告集会 

 https://youtu.be/3bcyUNML1hU

1・27 裁判報告討論集会 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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最近、私の過剰な自己防衛本能かもし

れませんが、警察の監視ネットワークが

作られていると感じています。そうした

中で、常に自分らしくと思い、裁判・公

安警察には言及せずに「政治を私たちの

手に取り戻す。監視に気づいてもらう」

ために、日常会話から入り、本音・冗談

を言える仲間を作ることを心がけていま

す。これを線で結びネットワークを作る

ことが出来ればと思っています。 

監視（収集と提供）は私の個人の尊厳

を侵し、反民主

的。県・国の弁

護士の費用は私

や皆様の税金で

すので、彼らの

覚悟がどれほど

のものか知らし

めてみたいと思

います。「肉を切らして骨を切る｣です。 

裁判は、証人尋問に入り、私も証言台

に立つ予定です。全て初体験で、緊張よ

りも楽しみです。結果はともかく、この

裁判は次につながると信じています。皆

様、一緒に戦い楽しみましょう

｢もの言う｣自由を守る会  

会員募集中!  
年会費：個人１０００円、団体３０００円 

 

《会費・カンパ振込先》  ゆうちょ銀行振替 

  記号番号 ００８００－０－２１６５０４ 

  加入者名 「もの言う」自由を守る会 

原告のつぶやき（三輪） 
－証人尋問に向けて－ 

警察監視国家への道 デジタル監視法案は廃案に！ 

今国会での審議が始まってしまったデジタル監視法案。遅れをとっている日本の

デジタル化を強力に進めるため、国民の利便性を高めるためといいますが、額面通

りには受け取れません。首相を長とする内閣直属の「デジタル庁」を設置する、個

人情報保護法やマイナンバー法の「改正」によって個人情報を国が一元的に管理で

きるようにする、個人情報提供に関する本人同意原則は弱められる…。６本もの法

律を束ねてまとめというのは、国会での議論を深めさせない、数の力で押し切る、

というこれまでの数々の問題法案で政府・与党がとってきた手法そのものです。日

本は、デジタル化の遅れ以上に、個人情報保護が遅れています。特に公的機関の個

人情報の取り扱いをチェックする制度が欠けていることは、国連人権機関からも何

度も指摘されています。デジタル監視法が成立すれば、警察がワンクリックで市民

の個人情報を取得することも可能になります。コロナ禍で十分な審議もないまま、

こんな危険な法律を成立させてはなりません。「廃案を！」の声を高めましょう。 


